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３．書類作成上の留意事項 

 
 

 

 

A- 1 工事着手届等 Ａ４判 様式指定 

 
根 

拠 

・新潟県財務規則 第８２条、第８３条                            

・建設工事請負基準約款 第３条、第１１条第１項 

・建設業法 第２６条 

 

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 工事着手届 

 

□ 主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐の資格制限 

① 工事仕様書に資格制限が特記してある場合、これに該当する者を選任する。     

② 工事を請負った特定建設業者は、当該工事に係わる下請契約の代金の総額が５,０００万円（

建築工事業の場合は、８,０００万円）以上となる場合においては、主任技術者に替えて監理

技術者を設置する。 

監理技術者は、建設業法に従い「監理技術者資格者証」を有する者とする。 

③ 請負金額が４,５００万円（建築一式工事おいては９,０００万円）以上となる場合には、 

工事現場に専任で主任（監理）技術者を配置しなければならない。       

 ④ 特例監理技術者を置く場合（監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合）には、監理技 

   術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならない。 

⑤ 主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐の別 

主任技術者の場合は主任技術者欄に、監理技術者の場合は監理技術者欄に、 

監理技術者補佐の場合は監理技術者補佐欄に、記載する。 

 ⑥ 主任技術者、監理技術者及び管理術者補佐と営業所専任技術者は、原則として兼任できない。 

   （例外規定あり） 

 

□ 現場代理人の常駐義務の緩和に係る措置 

・現場代理人の兼任が認められる工事は、県発注工事についてのみである。 

                                          

□ 記載事項は、契約書に基づいて正確に記載する。                  

                                          

□ 着手日、提出日は原則として、契約日とする。                   

                                          

□ 主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人の住所は自宅住所を記載する。  

 

□ 氏名にはフリガナをつける。 

 

□ 現場代理人と営業所専任技術者の兼任はできない。 

 

２ その他提出書類 

 

□ 工事着手届提出時に原則として、次の書類も提出する。 

  ・ 実務経歴書、資格証明書の写し 

  ・ 工事外注計画書 

  ・ 工事に関する工程表（全体の工事概要が分かる程度のもの） 

  ・ 下請指導責任者配置届 

※ 各書類の作成・取扱い上の留意点は、各項目を参照すること。 

【提出時期】 契約後７日以内 
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第8号様式(第83条関係) 

工 事 着 手 届 

 

年  月  日  

新潟県知事 
          様 
 

受注者(受託者)         

住 所             

氏 名             

  法人にあっては、名称及

び 代 表 者 の 氏 名 

  

入札整理番号 □□－□□□□ 

下記のとおり主任技術者等を選任し、工事に着手したので届け出ます。 

記 

 

注 備考の部分は、該当する届出者に限って記載すること。 

 

事 業 名   工 事 番 号    第   号 

工 事 名   契 約 番 号   

工 事 場 所 地内 契 約 金 額 円 

着 手 期 限 年  月  日 着 手 日 年  月  日 

履 行 期 限 年  月  日 工 事 日 数 日 

主任技術者 
氏 名   生 年 月 日 年  月  日 

住 所   雇 用 主 名   

監理技術者 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 

住 所   雇 用 主 名   

資格者証交付番号 第         号 

監理技術者

補佐 

氏 名   生 年 月 日 年  月  日 

住 所   雇 用 主 名   

専門技術者 
氏 名   生 年 月 日 年  月  日 

住 所   雇 用 主 名   

現場代理人 
氏 名   生 年 月 日 年  月  日 

住 所   雇 用 主 名   

現場代理人に委任し

ない事項 
  

備 考 

 上記の主任技術者又は監理技術者のうち、現在の雇用主が行った当県の

直近の建設工事入札参加資格申請に係る経営事項審査の審査基準日後に

現在の雇用主と新たな雇用関係が生じたものについての特記事項 

  

フリガナ 
    

  

該 当 者 の 氏 名 

雇 用 関 係 発 生 日 年 月 日  年 月 日  

当該雇用関

係発生前直

近の雇用主 

氏 名 又 は

名 称 
    

当 県 入 札

整 理 番 号 

 有・無 

□□－□□□□ 

 有・無 

□□－□□□□ 
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A- 2 実務経歴書、資格証明書の写し Ａ４判 任意様式 

 
根

拠 

・建設業法 第２６条 

・工事の請負に当たっての留意事項（監理課建設業室） 

・工事特記仕様書 

 

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

□ 専任する主任技術者、監理技術者等の資格要件が確認できる資料（実務経歴書等）を提出するこ

と。 

 

□ 実務経歴書                   

・工事経歴には、工事ごとに官民別（名称等で明確な場合は不要）及び主任技術者、監理技術者

等の別、従事期間を記入する。 

                                          

□ 資格証明書の写し            

・主任技術者、監理技術者等の資格証明書の写しを提出する。 

                
 

主任技術者、監理技術者の要件（主な資格） 
※要件を満たすために資格と併せて実務経験が必要な場合あり） 

（建築） （機械） （電気） 

 
・一級建築施工管理技士 
 
・二級建築施工管理技士 
（ただし、建築・躯体・仕上げの資格を
有する者） 
 
・一級建築士 
 
・二級建築士 
 

 
・一級管工事施工管理技士 
 
・二級管工事施工管理技士 
 
・技術士（機械部門等） 

 
・一級電気工事施工管理技士 
 
・二級電気工事施工管理技士 
 
・第１種電気主任技術者 
 
・第２種電気主任技術者 
 
・第３種電気主任技術者 
 
 

（解体） 

 
・一級土木工事施工管理技士 
 
・二級土木工事施工管理技士（土木） 
 
・一級建築施工管理技士 
 
・二級建築施工管理技士（建築又は解体） 
 
・技術士（建設部門） 
 
・一級とび・とび工技能士 
 
・二級とび・とび工技能士 
 
・解体工事施工技士 
 

 
 
□ 営業所専任技術者との兼任の有無の確認 

・営業所専任技術者として選任されている場合（他の建設工事での選任含む）は、現場技術者と

して選任できないため、兼任の有無を確認する。（例外規定により兼任する場合は別途確認）

                
 
 

【提出時期】 契約後７日以内 
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＜記載例＞ 

 

 

経   歴   書 

 

     氏  名    ○○○  ○○ 

 

     生年月日     

 

     資  格   昭和○年○月  一級建築士  登録番号○○○号 

            昭和○年○月  建築設備士  登録番号○○○号 

 

     最終学歴※１   昭和○年○月  ○○大学○○学部○○科卒 

 

     職  歴※２   昭和○年○月  ○○○○株式会社入社 

 

     工事経歴※２  昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○会館建築工事 現場代理人  （民間） 

            昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○ビル建築工事 主任技術者  （民間） 

            昭和○年○月～昭和〇年〇月 ○○○病院建築工事 監理技術者  （官庁） 

            昭和○年○月～平成〇年〇月 ○○大学病院建築工事 現場代理人 （官庁） 

            平成○年○月～平成〇年〇月 ○○市民病院建築工事 現場代理人 （官庁） 

 

     上記のとおり相違ありません。 

     また、営業所専任技術者には選任されていません。※３ 

 令和  年  月  日 

 住 所 

  商号又は名称 

 代 表 者  

 
 

 

  ※１ 学歴（指定学科）及び実務経験による主任技術者又は監理技術者以外は記載不要。 

  ※２ 実務経験による主任技術者又は監理技術者以外は記載不要。 

  ※３ 例外規定により兼任する場合は別途記載。 
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A- 3 工事外注計画書             Ａ４判 様式指定 

 根

拠 
・工事の請負に当たっての留意事項（監理課建設業室） 

    

    

    

    

    

    

    

 

作

成 

・ 

取

扱 

上

の 

留 

意 

点 

 

 

 

□ 建築一式工事の場合、当初の下請契約金額の総額が８,０００万円以上の工事について提出する。 

機械・電気設備工事の場合は、下請契約金額の総額が５,０００万円以上の工事とする。 

                                          

□ 原則として工事着手届と共に提出する。                  

 

【提出時期】 契約後７日以内 
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別記 

様式２ 

工 事 外 注 計 画 書 

                              年  月  日   

新潟県知事       様 

（局長、事務所長） 

                           受注者 住所 

 

                               氏名 

                       

１ 工事番号 

 

２ 工事名 

 

 

 

 

 

 

 上記工事の外注計画は次のとおりです。 

記 

 

下請予定部分（工種） 下請予定金額 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

合  計   

（注）１ 工事着手届を提出する際、外注計画がある場合には必ず提出すること。 

   ２ 提出する際、下請負業者が確定しているときは、その業者名を備考欄に付記すること。 
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A- 4 実施工程表      Ａ３判又 任意様式 

 根

拠 
・公共建築工事標準仕様書(1.2.1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受ける。 

 

□ 記載形式は、任意（バーチャート又はネットワークなど）とする。 

 

□ 当初予定は、黒で記載する。 

 

□ 工事着手日から書類作成、仮設準備等記載する。 

 

□ 履行日を最終とし、工事の主要工程（コンクリ－ト打設日、受電日等）を記載する。 

 

□ 実施工程表の作成にあたっては、次の事項に留意する。 

 

  ・ 気候、風土、習慣などの影響     ・ 建築、機械設備及び他の工事工程の把握 

 ・ 施工計画書、製作図、施工図及び見本   と調整 

   の作成期間並びに承諾の時期     ・ 官公署等への届出書類提出時期   

 ・ 主要材料等の現場搬入時期      ・ 接地極埋設時期     

   （主要機器の発注時期及び製作期間並 ・ アンテナ設置位置の電界強度測定時期  

   びに搬入時期（搬入口、搬入経路等））・ 配管、配線、機器取り付け等の施工の  

  ・ 試験の時期及び期間、検査及び施工の   取合い及び取合い部分完了の時期  

      立会いを受ける時期         ・ 電力、電話等の引き込み配線施工時期   

 ・ 関連工事との工事工程の把握と調整    及び期間並びに電話機取付け位置の確認時期   

  ・ 仮設準備期間、養生期間       ・ 官庁検査等を受ける時期 

  ・ 施工の期間及び取合い部分完了の時期 ・ 週休２日促進工事の施行対象案件の場合の 

 ・ 法規上の制約              現場閉所(現場休息)予定日 

  ・ 給排水、ガス等の引込み工事等の時期   

   及び期間                

 ・ 総合試運転調整及び後片付け期間     

 ・ 上記の各事項に対する余裕        

                       

□ 工事完了時に上記工程表に、赤で実施工程、現場閉所実施日を記載して提出する。 

【提出時期】 着工に先立ち 
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A- 5 請負代金内訳書 Ａ４判 任意様式 

 根

拠 

・建設工事請負基準約款 第３条 

・工事請負契約における請負代金内訳書の提出について（監第４６０２号の３ 令和３年３月30日） 
    

    

    

    

    

    

 

作

成 

・ 

取

扱

上 

留 

意 

点 

 

□ 提出内容 

  請負代金の内訳を表示したもの（様式任意）。 

なお、約款第３条第４項により、工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び

雇用保険の事業主負担額（以下「法定福利費」という。）を明示するものとする。 

 

□ 提出期限 

契約締結の日から起算して14日以内に監督員に提出するものとする。 

 

※請負代金内訳書参考例は、新潟県ホームページに掲載がある。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/0574919.html 

 （工事請負契約における請負代金内訳書の提出について） 

 

□ 留意事項 

法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定

福利費を内訳明示した下請け企業の見積の活用等の方法により適正に見積もること。 

（法定福利費の金額が、発注所属が算定した金額に比べて著しく低い場合は、根拠資料（計算資料

、下請見積書等）の提出を求める場合がある。） 

 

 

【提出時期】 契約後14日以内 
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A- 6 下請指導責任者配置届 Ａ４判 様式指定 

 
根

拠 

・新潟県建設生産システム合理化指導要綱 

・地域保全型工事（建築一式、電気及び管工事）に係る特記仕様書 
    

    

    

    

    

    

 

作

成 

・ 

取

扱

上 

留 

意 

点 

 

□ 受注した建設工事において、関係業者に対し建設業法や労働安全衛生法などの法令の遵守 

をはじめとする必要な指導監督を行う下請指導責任者を配置し、その氏名を届けるもの。 

 

□ 下請指導責任者は、その建設工事におけるすべての注文者に対して建設生産システム合理 

化指導要綱第３から第８までに定める事項を遵守するように努める。 

 

□ 原則として工事着手届と共に提出する。 

【提出時期】 契約後７日以内 
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別紙様式２ 

 

 

 

 

下 請 負 人 指 導 責 任 者 配 置 届 

 

                                年  月  日 

 

新潟県知事 様 

 

直接元請負人   

住    所   

商号又は名称   

代  表  者 

 

 

下記の者を下請負人に対する指導等を行う責任者と定め、下請工事の監理指導をさせます。 

 

 

記 

 

工 事 名   

氏   名   

住   所   
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A- 7 総合施工計画書         Ａ４判       任意様式 

 根

拠 
・公共建築工事標準仕様書(1.2.2(1))                             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 工事の着手に先立ち、工事の総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、 

品質目標と管理方針、重要管理事項等の大要を定めた総合的な計画書を作成し監督員に提出する。 

  

□ 施工計画書の作成にあたっては、次の事項について記入する。 

 

 ① 受注者組織の体制（組織表） 

  ・現場施工体制（現場職員、工種別責任者、主任技術者 等） 

  ・現場管理体制（統括安全衛生責任者、電気主任技術者 等） 

  ・社内検査体制（検査体制、検査予定、検査書式 等） 

 ② 現場仮設計画（配置図） 

  ・仮設建物の大きさ及び位置 

  ・給排水、ガス、電力、電話等の引込み位置 

 ③ 災害、公害の防止 

  ・予想される災害、公害の種類と防止策（震度４以上の地震、大津波警報の発生時等） 

  ・産業廃棄物の処理計画 

  ・アスベスト含有建材の処理計画 

 ④ 地中埋設物の確認方法 

 ⑤ 出入口の管理方法 

  ・関係者以外の立ち入りの禁止 

  ・出入口の交通安全対策 

  ・現場表示板 

  ・工事車両の運行計画 

 ⑥ 危険箇所の点検方法 

 ⑦ 緊急時の連絡方法（掲示） 

 ⑧ 常備する救急用品 

 ⑨ 火災予防（消火器、吸殻入れ） 

 ⑩ 夜間警備（火災、盗難等）の必要期間、範囲 

 ⑪ 保護養生の方法 

 ⑫ 快適トイレを設置する旨（※試行案件（希望型を含む）の場合） 

 ⑬ 熱中症防止対策 

 ⑭ 実施計画表 

  ・官公署その他への手続き一覧表 

  ・主要材料搬入計画、保管方法及び場所 

  ・建設廃棄物処理計画書 

 ⑮ 品質管理 

 ⑯ 自主管理基準 

  ・施工の性能、品質、安全など 

※ 安全管理については「B-26 施工中の安全確保」に基づき、施工計画の中で安全活動の計画を

記載すること。 

 

□ 作成を予定している工種別施工計画書の一覧(種類、提出予定月日)も合わせて提出し、監督員に 

承諾を受ける。 

 

【提出時期】 着工に先立ち 



 

 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事 

 

総合施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 期 

着 工  令和 年 月 日 

竣 工  令和 年 月 日 

 

 

○○○○○○株式会社 

現場代理人 ○○○○ 

 

 

 

―目次― 

はじめに 

１ 工事概要 

２ 建物概要 

３ 設備概要 

４ 受注者組織の体制（組織表） 

５ 現場仮設計画 

６ 災害、公害の防止 

７ 地中埋設物の確認方法 

８ 出入口の管理方法 

９ 危険箇所の点検方法 

10 緊急時の連絡方法 

11 常備する救急用品 

12 火災予防 

13 夜間警備の必要機関、範囲 

14 保護養生の方法 

15 快適トイレを設置する旨 

16 熱中症対策 

17 実施計画表 

・官公署その他への手続き一覧表 

・主要材料搬入計画、保管方法及び場所 

・建設廃棄物処理計画書 

18 品質管理 

19 自社管理基準 

・施工の性能・品質・安全など 

 

 

はじめに 

本施工計画書は、○○○○工事における高品質の確保

を目的とし、工事内容・作業の進め方及び自主管理事

項等について網羅し、これらを作業担当者が周知する

ことにより、請負契約の実施を確実に行うためもので

ある。 

作成にあたっては、以下を準拠し、さらに請負者とし

ての自主管理事項を加えたものである。 

② 「設計図書」 

②「公共建築工事標準仕様書 令和〇〇年度版」 

国土交通省官房官庁営繕部監修 

③「建築工事監理指針 令和〇〇年版」 

国土交通省官房官庁営繕部監修 

④「建築工事施工チェックシ－ト 令和〇〇年版」 

社団法人 公共建築協会 

一般にわたる項目について記載し、工事ごとの内容に

ついては、「工種別施工計画書」で詳述することとす

る。 

また、本施工計画書は、作業担当者が設計図書及び施

工図と併せて当該工事の作業内容を理解するととも

に、自主管理基準として使用するものであり、計画と

実施との間に差異が有る場合は、監督員と協議のうえ、

適切な処置を講ずるものとする。 

令和 年 月 日 

現場代理人 ○ ○ ○

－
20－
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A- 8 
快適ﾄｲﾚ仕様ﾁｪｯｸﾘｽﾄ・快適ﾄｲﾚ

設置報告書 
Ａ４判       様式指定 

 根

拠 

・工事特記仕様書 

・建設現場に設置する「快適トイレ」の試行実施要領  

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 建設現場に設置する「快適トイレ」（希望型）の試行案件の場合、受注者は、施工計画書作
成前に、快適トイレ設置希望の有無について、打合簿により監督員と協議を行う。 

 
□ 試行案件（希望型により快適トイレを設置する試行案件を含む）の場合、受注者は、快適ト

イレを設置する旨を施工計画書に記載し、監督員へ提出する。 
また、様式１「快適トイレチェックシート」に必要事項を記入し、パンフレット等の資料
と共に監督員に提出する。 
 

□ 受注者は、快適トイレを現場に設置した後、様式２「快適トイレ設置報告書」の電子デー
タを監督員に提出するものとする。 

 
□ 監督員は、設置された快適トイレを現場（やむをえない場合は机上）にて様式１「快適ト

イレチェックシート」によりチェックを行う。 
 
□ 受注者は、快適トイレに要した費用が確定したら、速やかに見積りを監督員に提出する。 
 
□ 受注者から提出された、快適トイレに要した費用の見積りをもとに、通常トイレとの差額

を変更設計書に費用計上する。（以下条件に注意） 
（１）費用計上できる差額の上限は、試行実施要領による。 
（２）男女別で１基ずつ設置した場合は、２基まで費用計上する。 
（３）（２）の費用目安を超える場合は、監督員と協議を行うものとする。 
 
□ 快適トイレの仕様、付属品、その他詳細については「快適トイレ試行実施要領」を参考に

すること。 
  https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978581.html 
 
□ 快適トイレの導入に当たっての配慮事項について 

女性用トイレを設置する場合は、建設現場で働く女性の活躍をサポートする取り組みとし
て、「快適トイレの導入に当たっての配慮事項について（https://www.pref.niigata.lg.
jp/uploaded/attachment/381084.pdf）」に配慮する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【提出時期】受注後、速やかに 
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工事諸元

快適トイレの内容

○○,○○○円／(基・月)　１基目

○○,○○○円／(基・月)　２基目

設置予定期間

施工時　※注２

受注者 発注者 発注者

 １ ．   快 適 ト イ レ に 求 め る 標 準 仕 様   【 必 ず 実 施 】  日付　　／ 日付　　／ 日付　　／

① 洋式便座 □ □

②
水洗機能
（簡易水洗，し尿処理装置付きを含む） □ □

③ 臭い逆流防止機能 □ □

④ 容易に開かない施錠機能 □ □

⑤ 照明設備 □ □

⑥
衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能
（耐荷重５ｋｇ以上） □ □

 ２ ．   快 適 ト イ レ と し て 活 用 す る た め に 備 え る 付 属 品   【 必 ず 実 施 】 

⑦
男女別の明確な表示
※性用トイレを設置する場合 □ □

⑧
入口の目隠しの設置
（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） □ □

⑨
サニタリーボックス
※女性専用トイレに必ず設置 □ □

⑩ 鏡と洗面台 □ □

⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品 □ □

 ３ ．   推 奨 す る 仕 様 、 付 属 品   【 よ り 快 適 と な る も の 任 意 】 

⑫ 室内寸法900×900mm以上（面積ではない） □ □

⑬ 擬音装置（機能を含む） □ □

⑭ 着替え台 □ □

⑮ 臭気対策機能の多重化 □ □

⑯ 室内温度の調整が可能な設備 □ □

⑰ 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等） □ □

注１．別添資料として、上記内容を満たすことを示す書類（パンフレット等）を添付すること。

注２．施工時チェック終了後に、設計書に綴って保管するものとする。

□

規格

見積単価

見積単価

様式１　快適トイレ 仕様チェックシート

仕        様
施工計画書提出時　※注１

□

□

品名

メーカー

受注者

工事名

○○ヶ月　：　R05.○○～R05.○○

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

＜受注者が入力＞

１　工事名

２　受注者

３　現場代理人

４　快適トイレ

　　メーカー

　　品名

　　設置予定期間 ～ 6

設置数（基）  

2 × 50,000 × 6

　　備  考

受注者は、入力後に監督員へ電子データ（Excel）を提出

5　監督員

※技術管理課への提出は不要です。

○○地域整備部 　○○課 ○○　○○

600,000＝

＜発注者（監督員）が入力＞

〔規      格〕

〔推奨仕様、付属品〕

　　見積金額

幅 ○○mm  ×  奥行○○mm  ×  高さ○○mm

⑬擬音装置、⑭着替え台

　　諸元

合計（円）

令和６年５月下旬令和05年11月16日

１ヶ月料金（円） 設置予定期間（月）

　ヶ月

令和05年　　月　　日

快適トイレ○○

○○　○○

様式２ 快適トイレ設置報告書

○○○○第0001-00-00-01号　○○○工事

(株)○○○建設

(株)○○○
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A- 9 週休2日促進工事 Ａ４判       様式指定 

 根

拠 

・工事特記仕様書 

・営繕工事における週休２日促進工事実施要領  

  

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 「週休２日促進工事（発注者指定方式）」の場合、「営繕工事における週休２日促進工事実施
要領（新潟県土木部）」に基づき、工事着手前に、月単位の週休２日の取得計画が確認できる
「現場閉所予定日」(分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」)を記載した「実施工程表」
等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。 

 
□ 「週休２日促進工事（受注者希望方式）」の場合、受注者は「営繕工事における週休２日促進

工事実施要領（新潟県土木部）」に基づき、月単位の週休２日の取組の希望の有無を工事着手
前に、監督員に工事打合せ簿等で報告するものとする。 
受注者は、工事着手前に、月単位の週休２日又は通期の週休２日の取得計画が確認できる「

現場閉所予定日」(分離発注工事の場合は「現場休息の予定日」)を記載した「実施工程表」
等を作成し、監督員の確認を得た上で提出し、週休２日に取り組むものとする。 

 
【提出書類】 
（１）着手前 
  ・現場閉所予定日を記載した実施工程表（任意様式） 
（２）工事期間中（随時） 
  ・工程計画の見直し等が生じた場合、修正した実施工程表（任意様式） 
（３）工事完了時 
  ・現場閉所日が分かる最終の実施工程表（任意様式） 
 
※その他詳細は、実施要領（令和６年10月20日以降適用）を確認すること。実施要領は、新潟

県ホームページから入手できる。 
 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1356857978577.html 
 
 

【提出時期】 受注後速やかに 
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A-10 
労災補償に必要な法定外の 

保険契約 
Ａ４判       任意様式 

 根

拠 

・公共工事の品質確保の促進に関する法律 

・工事特記仕様書  

 

 

 

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 受注者は、公共工事等に従事しうる者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するた

めの保険（法定外の労災保険）に加入しなければならない。 

 

□ 受注者は、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを速やかに監督員

に提出すること。（発注者は保険契約に定める金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず保

険契約の事実のみを確認する。） 

 

【提出時期】 受注後速やかに 
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A-11 工事実績情報(CORINS)登録   Ａ４判       様式指定 

 根

拠 

・工事特記仕様書 

・公共建築工事標準仕様書(1.1.4)  

 

 

 

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 工事請負金額が５００万円以上であるとき、受注者は、工事実績情報システム(CORINS※)で工事情報

を登録する。受注者はCORINSで工事情報を入力後、監督員に「登録のための確認のお願い」通知書を

提出し、登録内容の確認を受ける。監督員は内容に誤りがないことを確認し、署名後一部複写し、原

本を受注者へ返却する。受注者は「登録内容確認書」を監督員に提出する。 

  なお、一連の流れは「登録内容確認システム」を利用することでオンラインによる提出確認が可能。 

※一般財団法人日本建設情報総合センター(https://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.html)提供のシステム 

 

□ 登録期限は下記のとおり 

・工 事 受 注 時 ：契約締結後１０日以内（契約日を含む） 

・登録内容の変更時：変更契約締結後１０日以内（契約日を含む） 

・工 事 完 了 時 ：工事完成後１０日以内（竣工検査日を含む） 

※ 工事完成後とは、工期又は完了検査の日のいずれかの早い日 

 

□ 変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更登録を省略できる。 

【提出時期】 契約後１０日以内 
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A-12 建設副産物関係書類    Ａ４判 他     様式指定 
 

 

根

拠 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 

・資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

・建設副産物適正処理推進要綱 ・建設廃棄物処理指針 

・建設リサイクルガイドライン ・工事特記仕様書 ・公共建築工事標準仕様書（1.3.11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留 

意 

点 

 

□ 建設副産物等の管理については､建設副産物関係法令等に基づき適正に実施すること。 

 

□ 書類作成及び提出は下表に基づき行うこと。 

 

作 成 書 類 添 付 書 類 他 

準備時 

施工計画書に下記書類を添付し承諾を受ける  

１（分別解体等の計画等に係る）説明書 

※１ 

･分別解体等の計画等(別表1～3) 

･工程表 

２ 再生資源利用計画書（様式１）※２ 
原則EXCEL又はコブリス・プラスで作成する 

※４ 

３ 再生資源利用促進計画書（様式２） 

確認結果表（様式４）    ※３ 

原則EXCEL又はコブリス・プラスで作成する 

※４ 

４ 建設廃棄物処理計画書 ･産業廃棄物処理委託契約書(写) 

･産業廃棄物処理業許可証(写) 

工事中 
１ 産業廃棄物管理票（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ）の交付  

２ 処理状況写真  

完了時 

１ 再生資源利用実施書（様式３）※２ 
原則EXCEL又はコブリス・プラスで作成する 

※４ 

２ 再生資源利用促進実施書（様式４） 

※３ 

原則EXCEL又はコブリス・プラスで作成する 

※４ 

３ 産業廃棄物管理票総括表 

 （ﾏﾆﾌｪｽﾄの処理状況を整理した一覧表） 
 

４ 再資源化等完了報告書（第１号様式）※１ 
設計数量と実施数量の対比、A～E票までの時

系列がわかるもの 

※１ 下記に該当する場合に作成すること。 

（１）次の特定建設資材が使われている構造物で、 

・コンクリート 

・コンクリートと鉄から成る建設資材 

・木材 

・アスファルト・コンクリート 

かつ 

（２）次の規模以上の工事 

工事の種類 規模の基準 

建築物の解体工事 床面積の合計 ８０㎡以上 

建築物の新築・増築工事  床面積の合計 ５００㎡以上 

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 １億円以上 

建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 ５００万円以上 
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  ※２ 下記に該当する場合に作成すること。 

次の建設資材を搬入する工事 

① 土砂…500㎥以上 

② 砕石…500ｔ以上 

③ 加熱アスファルト混合物…200ｔ以上 

 

※３ 下記に該当する場合に作成すること。 

次の建設副産物が現場から発生又は搬出する工事  

①   建設発生土…500㎥以上 

②－１ コンクリート塊…＊ 

②－２ ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊…＊ 

②－３ 建設発生木材…＊ 

＊②－１、②－２及び②－３の合計が200t以上 

※確認結果表は①に該当する場合に作成する。 

※４ EXCELで作成した場合は、工事完了時に電子データを監督員に提出することとし、コブリス・プラ

スで作成した場合は、電子データの提出は不要とする。 

 

 

□ 受注者は、施工に先立ち、建設廃棄物の処理方法を記載した廃棄物処理計画書を監督員に提出

し、確認を受けること。 

なお、施工計画書内で廃棄物処理計画書と同等の記載があれば、当該計画書の提出は省略可能

とする。 

 

□ 元請業者は、建設廃棄物の処理を他人に委託する場合、下記の点に留意すること。 

① 収集運搬業者、中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う

等、委託基準及びマニフェストの交付義務を遵守すること。 

② 下請専門工事業者に対しては、処理費用の支払いを適正に行う等排出事業者として適正処

理を確保するように努めること。 

 

□ 再生資源利用（促進）計画書の作成対象工事においては、工事現場の見やすい位置に再生計画

書及び確認結果表を掲示すること。 

 

□ 現場代理人は、解体工事における発生材に加え、塗装工事において発生した養生用のナイロン

シート、空き缶及びボード類の空き箱等の梱包材や端材についても、元請業者の責任として 適

正処理を行うこと。 

 

□ 元請業者は、施工時に廃棄物分別処理ｺﾝﾃﾅ等を設置し、適切に分別集積すること。 

 

□ 現場代理人は、建設廃棄物が放置されていないか等、工事中は建設廃棄物の処理が適正に行わ

れているか注意を払うこと。 

 

□ 元請業者は、工事完了時に監督員にマニフェスト等の建設廃棄物が適正に処理されたことが確

認できる資料等を提示し確認を受けること。（マニフェストの提出は不要） 

 

□ 元請業者は、竣工（臨時）検査時にマニフェストの原本を持参すること。 
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【提出時期】 施工２週間前 

E
⑧処理業者は二次マニフェ
ストのE票の受領の日から10

日以内にE票を排出事業者
へ返送する。

○E票は排出事業者が
保管

収
集
運
搬
業
者

最
終
処
分
業
者

○Ｃ１票は中間処理業

者が保管

○Ｃ２票は収集運搬業

者が保管

○Ｄ票は排出事業者が

保管

⑥処分終了後10日以内に処

分者名、処分終了日を記載
し、Ｃ２票を収集運搬業者へ
返送する。

⑦処分終了後10日以内に処
分者名、処分終了日を記載

し、Ｄ票を排出事業者へ返送
する。

Ｃ１

Ａ～Ｅ

A,B2,D,E

Ｃ２

Ｄ

○Ｂ１票は収集運搬業
者が保管

○Ｂ２票は排出事業者
が保管

Ｂ２

①排出業者は運搬車ごとに

マニフェストに必要事項を記
入し交付

②収集業者は運転者氏名を
記入し、Ａ票を排出事業者に
返す

③廃棄物の運搬終了日を記
載して処理業者に渡す

④処理業者は必要事項を記
入し、Ｂ１，Ｂ２票を収集運搬
業者へ返す。

⑤運搬終了後、10日以内に
Ｂ２票を排出事業者へ返送

する。

Ｃ２

Ｃ２
Ｄ
Ｅ

Ａ

Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｄ
Ｅ

Ｅ

Ｂ１
Ｂ２

Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１
Ｃ２
Ｄ
Ｅ

Ｂ１
Ｂ２
Ｃ１

Ｄ

Ｃ１

排出事業者
（元請業者）

マニフェストの流れ

収集運搬業者 中間処理業者

Ａ
Ｂ１
Ｂ２

備考

○Ａ票は排出事業者が

保管Ａ

①

②

③

④⑤

中間処理残渣

処分のための
マニフェスト

（二次マニフェスト）

⑥

⑦

⑧



 

 

建設廃棄物処理計画書 
  年  月  日作成 

                                                                                                                      年  月  日修正 
工 事 名 称  工 事 場 所  工    期     年  月  日  ～      年  月  日  
発 注 者 名  設 計 者 名  (甲)作業所長名  廃棄物処理責任者名   
解体(改修)工事概要  (T)解体(改修)工事契約業者名  解体(改修)工事施工業者名  
基礎工法･トンネル工事

等の工法 
 (T)基礎工事等契約業者名  基礎工事等施工業者名   

                                                                                                                                                          

建設廃棄物の

種類 
委託契約

の方法 
予想発生

量(t) 
自己有効

利用料(t) 
売却量 
(t) 

処分方法 
中間処理量 (t) 最終処分量 (t) 処理期間 処理経路  処分先 

(都道府県政

令市名) 

処理単価 
(1当たり) 

 

自己 委託 自己 委託  収集･運搬 積換･保管 処分 
                 
                 
                 
                 
                 

                                                                                                                                                             
(乙1)収集・運搬業者 (乙2)積換・保管業者 (丙)処分業者(中間処理または最終処分)  

業者名 
発生地 運搬先・処分地 

業者名 都道府県 
政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 許可期限 業者名 都道府県

政令市名 
･許可

番号 
取り扱う建設

廃棄物の種類 許可期限 
 

都道府県 
政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 
都道府県 
政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 
                  
                  
                  
                  

                                                                                                                                                          
建設廃棄物の種類 委託契約方法 廃棄物重量/容積換算表 処理方法 減量化または再生利用の方法   

添付書類 
・産業廃棄物処理委託契約書の写し 
・産業廃棄物処理業許可書の写し 
 

①建設汚泥 
②廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 
③建設木くず 

①処理業者契約 
作業所又は支店が処理業者と契約し、 
処理費用は処理業者に直接支払う。 

建設廃棄物の種類 換算係数t/m３ 中間処理 
①脱水 
②乾燥 
③焼却 
④破砕 
⑤選別 
⑥その他 
 
最終処分 
⑦埋立 
⑧再生 

  
建設汚泥 
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

1.2～1.6 
0.1～0.3 

④金属くず ②協力業者・処理業者契約 建設木くず 0.4～0.7 
⑤ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず 作業所が協力業者(解体工事、基礎 金属くず 1.4～2.0  
⑥建設廃材 工事ﾄﾝﾈﾙ工事等)及び処理業者と契約 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 1.5  
⑦その他の産業廃棄物 し、処理費用は協力業者を通して処 建設廃材 1.6～1.8 その他特記事項     
⑧一般廃棄物 理業者に支払う。     

 

-
 
3
2
- 
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（様式３） 

説  明  書 

 

                                 令和   年   月   日 

（発注者） 

             様 

 

                       氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          

                        （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     

                        住所                                                           

 

 

     建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工 

事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。 

                     

記 

 

１．工事の名称                               

 

２．工事の場所                               

３. 説明内容 

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

三 工事着手の時期及び工程の概要 

四 分別解体等の計画 

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み  

 

４. 添付資料（該当する事項の□欄に、「レ」を付すか「■」にすること。） 

     ①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 

□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

     ②工程の概要を示す資料  

       □工程表 
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別表１ （Ａ４）

□有

トン

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

特定建設資材への付着（　□有　　□無　）

□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□鉄筋コンクリート造

□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　　）

□有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち
フロン類が使われているもの）

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

備考

□⑤

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み
及びその発生が見込まれる建築物の部分

□無

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

トン
□①　□②　□③　□④
□⑤

□建設発生木材

トン
□①　□②　□③　□④

□コンクリート塊

トン
□①　□②　□③　□④
□⑤

□無

□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

□可　□不可
不可の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注）

⑤その他
（　　　　　）

その他の取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（　　　　　　　          　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　          　　）

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □　手作業

□有　□無 □　手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容 分別解体等の方法
①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し

□有　□無

特定建設資材への
付着物

□有　（　　　　　　　　　　　　　）

□無

その他

他法
令関
係

石綿
（大気汚染防
止法・安全衛
生法石綿則）

障害物　□有（　　　）　□無

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

通学路　□有　□無

その他（　　　　  　　　　）

フロン（フロン
排出抑制法）

残存物品 □有　（　　　　　　　　　　　　　）

□無

その他（　　　　　　　　）

建築物に
関する調
査の結果
及び工

事着前に
実施する
措置の内

容

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　 　  　   ）

搬出経路

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

建築物に
関する調
査の結果

建築物の状況 築年数　　　年、棟数　　　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺状況 周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校　□病院　□その他（
）敷地境界との最短距離　約　　ｍ







 

建設廃棄物処理計画書 

  年  月  日作成 

                                                                                                                      年  月  日修正 

工 事 名 称  工 事 場 所  工    期     年  月  日  ～      年  月  日  

発 注 者 名  設 計 者 名  (甲)作業所長名  廃棄物処理責任者名   

解体(改修)工事概要  (T)解体(改修)工事契約業者名  解体(改修)工事施工業者名  

基礎工法･トンネル工事

等の工法 
 (T)基礎工事等契約業者名  基礎工事等施工業者名   

                                                                                                                                                          

建設廃棄物の

種類 

委託契約

の方法 

予想発生

量(t) 

自己有効

利用料(t) 

売却量 

(t) 
処分方法 

中間処理量 (t) 最終処分量 (t) 処理期間 処理経路 
 処分先 

(都道府県政

令市名) 

処理単価 

(1当たり) 

 

自己 委託 自己 委託  収集･運搬 積換･保管 処分 

                 

                 

                 

                 

                 

                                                                                                                                                             

(乙1)収集・運搬業者 (乙2)積換・保管業者 (丙)処分業者(中間処理または最終処分)  

業者名 

発生地 運搬先・処分地 

業者名 
都道府県 

政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 
許可期限 業者名 

都道府県

政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 
許可期限 

 

都道府県 

政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 

都道府県 

政令市名 

･許可

番号 

取り扱う建設

廃棄物の種類 

                  

                  

                  

                  

                                                                                                                                                          

建設廃棄物の種類 委託契約方法 廃棄物重量/容積換算表 処理方法 減量化または再生利用の方法   

添付書類 

・産業廃棄物処理委託契約書の写し 

・産業廃棄物処理業許可書の写し 

 

①建設汚泥 

②廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

③建設木くず 

①処理業者契約 

作業所又は支店が処理業者と契約し、 

処理費用は処理業者に直接支払う。 

建設廃棄物の種類 換算係数t/m
３

 中間処理 

①脱水 

②乾燥 

③焼却 

④破砕 

⑤選別 

⑥その他 

 

最終処分 

⑦埋立 

⑧再生 

  

建設汚泥 

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

1.2～1.6 

0.1～0.3 

④金属くず ②協力業者・処理業者契約 建設木くず 0.4～0.7 

⑤ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず 作業所が協力業者(解体工事、基礎 金属くず 1.4～2.0  

⑥建設廃材 工事ﾄﾝﾈﾙ工事等)及び処理業者と契約 ｶﾞﾗｽ･陶磁器くず 1.5  

⑦その他の産業廃棄物 し、処理費用は協力業者を通して処 建設廃材 1.6～1.8 その他特記事項     

⑧一般廃棄物 理業者に支払う。     
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（様式３） 

説  明  書 

 

                                 令和   年   月   日 

（発注者） 

             様 

 

                       氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)                          

                        （郵便番号   －    ）電話番号   －    －     

                        住所                                                           

 

 

     建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建設工 

事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。 

                     

記 

 

１．工事の名称                               

 

２．工事の場所                               

３. 説明内容 

一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 

二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類 

三 工事着手の時期及び工程の概要 

四 分別解体等の計画 

五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み  

 

４. 添付資料（該当する事項の□欄に、「レ」を付すか「■」にすること。） 

     ①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 

□別表1（建築物に係る解体工事） 

□別表2（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）） 

□別表3（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）） 

     ②工程の概要を示す資料  

       □工程表 
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別表１ （Ａ４）

□有

トン

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

特定建設資材への付着（　□有　　□無　）

□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□鉄筋コンクリート造

□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　　）

□有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち
フロン類が使われているもの）

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

備考

□⑤

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み
及びその発生が見込まれる建築物の部分

□無

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

トン
□①　□②　□③　□④
□⑤

□建設発生木材

トン
□①　□②　□③　□④

□コンクリート塊

トン
□①　□②　□③　□④
□⑤

□無

□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

□可　□不可
不可の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注）

⑤その他
（　　　　　）

その他の取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（　　　　　　　          　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　          　　）

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □　手作業

□有　□無 □　手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し
□有　□無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容 分別解体等の方法
①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し

□有　□無

特定建設資材への
付着物

□有　（　　　　　　　　　　　　　）

□無

その他

他法
令関
係

石綿
（大気汚染防
止法・安全衛
生法石綿則）

障害物　□有（　　　）　□無

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

通学路　□有　□無

その他（　　　　  　　　　）

フロン（フロン
排出抑制法）

残存物品 □有　（　　　　　　　　　　　　　）

□無

その他（　　　　　　　　）

建築物に
関する調
査の結果
及び工

事着前に
実施する
措置の内

容

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　 　  　   ）

搬出経路

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

建築物に
関する調
査の結果

建築物の状況 築年数　　　年、棟数　　　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺状況 周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校　□病院　□その他（
）敷地境界との最短距離　約　　ｍ
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別表２ （Ａ４）

□有

□無

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

その他の工事　□有　□無

使用する部分又は発生
が見込まれる部分（注）

□コンクリート塊

トン

上部構造部分・外装の工事　□有　□無

屋根の工事　□有　□無

作業内容

備考

□①　□②　□③　□④

建築設備・内装等の工事　□有　□無

トン
□建設発生木材

⑤建築設備・内装等

⑥その他
（　　　　　）

フロン（フロン排
出抑制法）

□アスファルト・コンクリート　□木材

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥

工程

□⑤　□⑥

建築物に
関する調査
の結果及
び工事着
手前に実

施する措置
の内容

①造成等 造成等の工事　□有　□無

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

通学路　□有　□無

その他（　　　　　　　  　）

②基礎・基礎ぐい

③上部構造部分・外装

④屋根

基礎・基礎ぐいの工事　□有　□無

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の
見込み並びに特定建設資材が使用され
る建築物の部分及び特定建設資材廃棄
物の発生が見込まれる建築物の部分

種類 量の見込み

（注）　①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他

□①　□②　□③　□④
□⑤　□⑥トン

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建築物に
関する調査

の結果

築年数　　　　年、棟数　　　　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築物の状況

□有

（ 　　　　　　　　　   　）

□無

□有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のう
ちフロン類が使われているもの）

□無

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

工事着手前に実施する措置の内
容

建築物に関する調査の結果

作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　　　    　）

障害物　□有（　　　）　□無

分別解体等の計画等

使用する特定建設
資材の種類

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材

その他

特定建設資材への付着（　□有　　□無　）

周辺状況

作業場所

搬出経路

特定建設資材への付着
物
（修繕・模様替工事のみ）

石綿
（大気汚染防止
法・安全衛生法
石綿則）

他法令
関係（修
繕・模様
替工事
のみ）

前面道路の幅員　約　　　　ｍ
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別表３ （Ａ４）

□有

□無

仮設工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

土工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

基礎工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

本体構造の工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

本体付属品の工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

その他の工事　□有　□無

□　手作業・機械作業の併用

□上の工程における⑤→④→③の順序

□その他（    　　        　　　　　　　　　　　　　　　）

その他の場合の理由（　　　          　　　　　　　　　　）

備考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

トン

（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

□⑤　□⑥

□コンクリート塊

⑤本体付属品

使用する部分又は発生が見込
まれる部分（注）

工事の工程の順序
（解体工事のみ）

工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ）

　　　　　　　　　トン

□①　□②　□③　□④

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み
（全工事）並びに特定建設資材が使用される工
作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特
定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物
の部分（維持・修繕・解体工事のみ）

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

　　　　　　　　□病院　□その他（　　　　　　　　　　　　）

⑥その他　　　　　　　　　　　（　　　　　　　） □　手作業

□①　□②　□③　□④

③基礎

トン □⑤　□⑥

種類

トン

□　手作業

周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工作物に
関する調査

の結果

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工作物に
関する調査
の結果及
び工事着
手前に実

施する措置
の内容

敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ

工作物の構造
（解体工事のみ）

□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

工事の種類

使用する特定建設資材の種類
(新築･維持･修繕工事のみ）

□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事

□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②土工

□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材

分別解体等の方法
（解体工事のみ）

□　手作業

作業内容

特定建設資材への付着（　□有　　□無　）

□　手作業

障害物　□有（　　　）　□無

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等

□アスファルト・コンクリート　□木材

作業場所　□十分　□不十分

その他（　　　　　　　　　）

築年数　　　　年

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

石綿
（大気汚染防止
法・安全衛生法石
綿則）

□建設発生木材

工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果

前面道路の幅員　約　　　　ｍ

□①　□②　□③　□④

□　手作業

④本体構造

□　手作業

その他（　　　　　　　　　）

量の見込み

通学路　□有　□無

①仮設

特定建設資材への付着物（解
体・維持・修繕工事のみ）

□無

工程

工作物の状況

周辺状況

作業場所

搬出経路

□⑤　□⑥

□有

（　　　　　　　　　　　　）

その他

他法令関係
（解体・維持・
修繕工事の
み）
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塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
1
.第

一
種

建
設

発
生

土
2
.第

二
種

建
設

発
生

土
3
.第

三
種

建
設

発
生

土
土

砂
に

つ
い

て
1
.水

道
（
配

水
）
用

2
.下

水
道

用
3
.ｹ

ｰ
ﾌ
ﾞﾙ

用
4
.第

四
種

建
設

発
生

土
5
.浚

渫
土

以
外

の
泥

土
6
.浚

渫
土

1
.第

一
種

建
設

発
生

土
2
.第

二
種

建
設

発
生

土
3
.第

三
種

建
設

発
生

土
4
.第

四
種

建
設

発
生

土
4
.農

業
用

5
.設

備
用

6
.そ

の
他

7
.土

質
改

良
土

8
.建

設
汚

泥
処

理
土

9
.再

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
砂

5
.浚

渫
土

以
外

の
泥

土
6
.浚

渫
土

7
.土

質
改

良
土

8
.建

設
汚

泥
処

理
土

石
膏

ボ
ー

ド
に

つ
い

て
砕

石
に

つ
い

て
9
.再

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
砂

1
0
.山

砂
、

山
土

な
ど

の
新

材
（
採

取
土

、
購

入
土

）
1
.壁

2
.天

井
3
.そ

の
他

1
.再

生
ク

ラ
ッ

シ
ャ

ー
ラ

ン
2
.再

生
粒

度
調

整
砕

石
3
.鉱

さ
い

4
.そ

の
他

砕
石

に
つ

い
て

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
1
.ク

ラ
ッ

シ
ャ

ー
ラ

ン
2
.粒

度
調

整
砕

石
3
.鉱

さ
い

4
.単

粒
度

砕
石

（
利

用
用

途
を

具
体

的
に

記
入

し
て

下
さ

い
）

1
.再

生
硬

質
塩

化
ビ

ニ
ル

管
2
.そ

の
他

5
.ぐ

り
石

、
割

ぐ
り

石
、

自
然

石
6
.そ

の
他

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
（
利

用
量

の
多

い
上

位
２

品
目

の
再

生
資

材
名

称
を

具
体

的
に

記
入

し
て

下
さ

い
）

1
.硬

質
塩

化
ビ

ニ
ル

管
2
.そ

の
他

石
膏

ボ
ー

ド
に

つ
い

て
1
.石

膏
ボ

ー
ド

2
.シ

ー
ジ

ン
グ

石
膏

ボ
ー

ド
3
.強

化
石

膏
ボ

ー
ド

4
.化

粧
石

膏
ボ

ー
ド

5
.石

膏
ラ

ス
ボ

ー
ド

6
.そ

の
他

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

（
利

用
量

の
多

い
上

位
２

品
目

を
具

体
的

に
記

入
し

て
下

さ
い

）

発
注

機
関

を
選

択
中

分
類

小
分

類

大
分

類
発
注
機
関
コ
ー
ド

請
 負

 会
 社

 名

担
当

者
号

工
事

責
任

者

会
 社

 所
 在

 地
T
E
L

E
m

ai
l

T
E
L

調
査

票
記

入
者

日
建

設
業

許
可

の
場

合
号

解
体

工
事

業
登

録
の

場
合

記
入

年
月

日
R

年
月

階

工
事

施
工

場
所

工
　

期

工
　

事
　

名

工
種

を
選

択

請
負

金
額

左
記

金
額

の
う

ち
特

定
建

設
資

材
廃

棄
物

の
再

資
源

化
等

に
要

し
た

費
用

階
　

数

大
分

類
で

｢そ
の

他
民

間
企

業
｣｢

個
人

｣を
選

択
し

た
場

合
発

注
者

の
商

号
、

名
称

又
は

氏
名

記
入

令
和

日
ま

で
再

資
源

化
等

が
完

了
し

た
年

月
日

延
 床

 面
 積

㎡

階
令

和
年

月

日
か

ら
建

 築
 面

 積
㎡

地
下

令
和

年
月

地
上 利

用
率

種
類

内
容

住
所

コ
ー

ド
B

/
A

×
1
0
0

建
　

設
　

資
　

材
　

（
新

材
を

含
む

全
体

の
利

用
状

況
）

再
生

資
源

分
　

類
小

 分
 類

規
　

格
主

な
利

用
用

途
利

　
用

　
量

（
A

)
再

生
資

材
の

名
称

再
生

資
材

の
供

給
元

施
設

、
工

事
等

の
名

称
供

給
元

構
　

造

（
再

生
資

源
の

利
用

に
関

す
る

特
記

事
項

等
）

使
　

途

※
解

体
工

事
に

つ
い

て
は

、
建

築
面

積
を

ご
記

入
い

た
だ

か
な

く
て

も
結

構
で

す
。

年
月

日

工
 事

 概
 要

 等

施
工

条
件

の
内

容

特 定 建 設 資 材

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ト
　

ン

合
　

　
　

計
0
.0

0
0

コ
ー

ド
＊

5
コ

ー
ド

*
6

コ
ー

ド
*
7

コ
ー

ド
*
8

コ
ー

ド
*
9

*
4

施
工

条
件

再
生

資
材

の
供

給
元

場
所

住
所

0
.0

0
0

ト
　

ン

0
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
鉄

か
ら

成
る

建
設

資
材

ト
　

ン
ト

　
ン

00
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン
ト

　
ン

0 0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

00
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン
木

　
材

ト
　

ン

土
　

砂

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン
0

・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ
ト

　
ン

ト
　

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

00

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

0

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

0
.0

0
0

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

砕
　

石
ｍ

3

00
塩

化
ビ

ニ
ル

管
ト

　
ン

ト
　

ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

ｍ
3

0
.0

0
0

ｍ
3

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

ト
　

ン
0
.0

0
0

0

ト
　

ン
ト

　
ン

・
継

手

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

00
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン
石

膏
ボ

ー
ド

ト
　

ン

ト
　

ン

ト
　

ン
そ

の
他

の
ト

　
ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン

そ の 他 の 建 設 資 材

締
め

ｍ
3

0
建

設
資

材

表
面

h
tt

ps
:/

/
w

w
w

.h
o
u
jin

-
ba

n
go

u
.n

ta
.g

o
.jp

/
←

法
人

番
号

（
赤

着
色

セ
ル

は
必

須
入

力
箇

所
で

す
。

）
1
.工

事
概

要
発

注
担

当
者

チ
ェ

ッ
ク

欄



2
/
7

様
式

２
・
ロ

再
生

資
源

利
用

促
進

計
画

書
　

－
建

設
副

産
物

搬
出

工
事

用
－

建
築

工
事

に
お

い
て

、
解

体
と

新
築

工
事

を
一

体
的

に
施

工
す

る
場

合
は

、
解

体
分

と

1
.工

事
概

要
表

面
（
様

式
１

）
に

必
ず

ご
記

入
下

さ
い

新
築

分
の

数
量

を
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
別

に
様

式
を

作
成

し
て

下
さ

い
。

2
.建

設
副

産
物

搬
出

計
画

2
ヶ

所
ま

で
記

入
で

き
ま

す
。

3
ヶ

所
以

上
に

②
+
③

+
⑤

わ
た

る
時

は
、

用
紙

を
換

え
て

下
さ

い
。

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

％

コ
ー

ド
*
1
0

コ
ー

ド
*
1
1

コ
ー

ド
*
1
2

コ
ー

ド
*
1
3

1
.路

盤
材

2
.裏

込
材

1
.焼

却
2
.脱

水
施

工
条

件
に

つ
い

て
【
建

設
廃

棄
物

の
場

合
】

【
建

設
発

生
土

の
場

合
】

3
.埋

戻
し

材
3
.天

日
乾

燥
1
.Ａ

指
定

処
分

1
.売

却
8
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
海

面
処

分
場

）
1
.売

却
6
.工

事
予

定
地

・
仮

置
場

・
ｽ

ﾄｯ
ｸ
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

4
.そ

の
他

4
.そ

の
他

（
発

注
時

に
指

定
さ

れ
た

も
の

）
2
.他

の
工

事
現

場
9
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
内

陸
処

分
場

）
2
.他

の
工

事
現

場
（
内

陸
）

（
再

利
用

の
目

的
が

な
い

場
合

）
2
.Ｂ

指
定

処
分

（
も

し
く
は

準
指

定
処

分
）

3
.広

域
認

定
制

度
に

よ
る

処
理

3
.他

の
工

事
現

場
（
海

面
）

7
.採

石
場

・
砂

利
採

取
跡

地
等

復
旧

事
業

注
記

）
（
発

注
時

に
は

指
定

さ
れ

て
い

な
い

が
、

4
.中

間
処

理
施

設
（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
合

材
プ

ラ
ン

ト
）

た
だ

し
、

廃
棄

物
最

終
処

分
場

を
除

く
8
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
覆

土
と

し
て

の
受

入
）

・
一

般
廃

棄
物

は
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。
発

注
後

に
設

計
変

更
し

指
定

処
分

と
さ

れ
た

も
の

）
5
.中

間
処

理
施

設
（
合

材
プ

ラ
ン

ト
以

外
の

再
資

源
化

施
設

）
4
.土

質
改

良
プ

ラ
ン

ト
9
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
覆

土
以

外
の

受
入

）
・

土
壌

汚
染

対
策

法
に

基
づ

き
処

理
す

る
土

壌
は

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

3
.自

由
処

分
6
.中

間
処

理
施

設
（
サ

ー
マ

ル
リ

サ
イ

ク
ル

）
5
.工

事
予

定
地

・
仮

置
場

・
ｽ

ﾄｯ
ｸ
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

1
0
.土

捨
場

・
残

土
処

分
場

7
.中

間
処

理
施

設
（
単

純
焼

却
）

（
再

利
用

の
目

的
が

あ
る

場
合

）
※

 6
,9

,1
0
へ

搬
出

し
た

場
合

は
、

有
効

利
用

と
み

な
さ

れ
ま

せ
ん

。

裏
面

建
 設

 副
 産

 物
①

発
生

量
現

場
内

利
用

・
減

量
現

　
場

　
外

　
搬

　
出

　
に

　
つ

　
い

　
て

再
生

資
源

利
用

促
　

進
　

率
の

　
種

　
類

現
　

場
　

内
　

利
　

用
減

　
量

　
化

（
％

）
改

良
分

*
4

千
百

十
一

①
③

減
量

化
量

区
分

施
工

条
件

の
内

容
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
＊

1
2

住
所

コ
ー

ド
運

搬
距

離
う

ち
現

場
内

改
良

分

搬
出

先
名

称
　

搬
出

先
場

所
住

所
搬

出
先

の
種

類
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
3

④
現

場
外

搬
出

量
⑤

再
生

資
源

利
用

促
進

量

減
量

法 ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
1

特 定 建 設

資 材 廃 棄 物

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

0
.0

0
0

建
設

発
生

木
材

A

0
.0

0
0

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

う
ち

現
場

内
場

外
搬

出
時

の
性

状
（
掘

削
等

）
=
②

+
③

+
④

用
途

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
0

②
利

用
量

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

（
柱

、
ボ

ー
ド

な
ど

木
製

資
材

が
廃

棄
物

と

な
っ

た
も

の
）

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

建  設  廃  棄  物

そ
の

他
が

れ
き

類

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

0
.0

0
0

搬
出

先
1

建
設

発
生

木
材

B

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

建
設

汚
泥

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
（
立

木
、

除
根

材
な

ど
が

廃
棄

物
と

な
っ

た
も

の
）

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

廃
塩

化
ビ

ニ
ル

管
・
継

手
0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2
金

属
く
ず

0
.0

0
0

搬
出

先
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
（
廃

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
を

除
く
）

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0 0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

廃
石

膏
ボ

ー
ド

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

紙
く
ず

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

ｱ
ｽ

ﾍ
ﾞｽ

ﾄ
（
飛

散
性

）
0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

そ
の

他
の

分
別

さ
れ

た
廃

棄
物

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
(建

設
混

合
廃

棄
物

)
搬

出
先

2
0
.0

0
0

混
合

状
態

の
廃

棄
物

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
建

設
発

生
土

搬
出

先
2

第
　

一
　

種

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

第
　

二
　

種

0
.0

0
0

建
建

設
発

生
土

設
第

　
三

　
種

0
.0

0
0

発
建

設
発

生
土

搬
出

先
2

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

生
第

　
四

　
種

0
.0

0
0

土
建

設
発

生
土

浚
渫

土
以

外
の

泥
土

0
.0

0
0

搬
出

先
2

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
(建

設
汚

泥
を

除
く
)

搬
出

先
2

浚
渫

土

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
合

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0



3
/
7

様
式

１
再

生
資

源
利

用
実

施
書

　
－

建
設

資
材

搬
入

工
事

用
－

－
「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
、

「
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
第

1
8
条

再
資

源
化

報
告

」
対

応
版

－

請
負

会
社

コ
ー

ド
＊

2

千
百

十
千

百
十

工
事

種
別

コ
ー

ド
*
3

億
億

億
億

万
万

万
万

1
万

円
未

満
四

捨
五

入
千

百
十

百
十

万
円

（
税

込
み

）
億

万
万

万
万

1
万

円
未

満
四

捨
五

入
万

万
万

千
百

十
一

住
所

コ
ー

ド
万

円
（
税

込
み

）

建
築

・
解

体
工

事
の

み

右
欄

に
記

入
し

て
下

さ
い

2
.建

設
資

材
利

用
実

施
左

記
の

う
ち

、
再

生
資

材
の

利
用

状
況

（
再

生
資

材
を

利
用

し
た

場
合

に
記

入
し

て
下

さ
い

）

再
生

資
材

利
用

量
（
Ｂ

）
小

数
点

第
三

位
ま

で
小

数
点

第
三

位
ま

で

％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

％ ％ ％ ％ ％ ％

ト
　

ン
％ ％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％

ト
　

ン
ト

　
ン

％

コ
ー

ド
*
5

コ
ー

ド
*
6

コ
ー

ド
*
7

コ
ー

ド
*
8

コ
ー

ド
*
9

コ
ン

ク
リ

ー
ト

に
つ

い
て

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

つ
い

て
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

つ
い

て
再

生
資

材
の

供
給

元
に

つ
い

て
施

工
条

件
に

つ
い

て
1
.生

コ
ン

（
バ

ー
ジ

ン
骨

材
）

2
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
H

）
1
.表

層
2
.基

層
1
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
H

）
2
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
M

）
1
.現

場
内

利
用

1
.再

生
材

の
利

用
の

指
示

あ
り

3
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
M

）
4
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
L
）

3
.上

層
路

盤
4
.歩

道
3
.再

生
生

コ
ン

（
C

o
再

生
骨

材
L
）

4
.再

生
生

コ
ン

（
そ

の
他

再
生

材
）

2
.他

の
工

事
現

場
（
内

陸
）

2
.再

生
材

の
利

用
の

指
示

な
し

5
.再

生
生

コ
ン

（
そ

の
他

再
生

材
）

6
.無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾊ

ﾞｰ
ｼ
ﾞﾝ

骨
材

）
5
.そ

の
他

（
駐

車
場

舗
装

、
敷

地
内

舗
装

等
）

5
.無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾘ
ﾕ

ｰ
ｽ

品
）

6
.再

生
無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
C

o
再

生
骨

材
）

3
.他

の
工

事
現

場
（
海

面
）

7
.無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾘ
ﾕ

ｰ
ｽ

品
）

8
.再

生
無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
C

o
再

生
骨

材
）

土
砂

に
つ

い
て

7
.再

生
無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
そ

の
他

再
生

材
）8

.そ
の

他
4
.再

資
源

化
施

設
9
.再

生
無

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
そ

の
他

再
生

材
）

1
0
.そ

の
他

1
.道

路
路

体
2
.路

床
3
.河

川
築

堤
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
鉄

か
ら

成
る

建
設

資
材

に
つ

い
て

5
.土

砂
ス

ト
ッ

ク
ヤ

ー
ド

コ
ン

ク
リ

ー
ト

及
び

鉄
か

ら
成

る
建

設
資

材
に

つ
い

て
4
.構

造
物

等
の

裏
込

材
、

埋
戻

し
用

1
.有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾘ
ﾕ

ｰ
ｽ

品
）

2
.再

生
有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
C

o
再

生
骨

材
）

6
.そ

の
他

1
.有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾊ

ﾞｰ
ｼ
ﾞﾝ

骨
材

）
2
.有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
ﾘ
ﾕ

ｰ
ｽ

品
）

5
.宅

地
造

成
用

6
.水

面
埋

立
用

3
.再

生
有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
そ

の
他

再
生

材
）4

.そ
の

他
3
.再

生
有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
C

o
再

生
骨

材
）

4
.再

生
有

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ二
次

製
品

（
そ

の
他

再
生

材
）

7
.ほ

場
整

備
（
農

地
整

備
）

木
材

に
つ

い
て

5
.そ

の
他

8
.そ

の
他

1
.再

生
木

材
（
ボ

ー
ド

類
を

除
く
）

2
.再

生
木

質
ボ

ー
ド

木
材

に
つ

い
て

砕
石

に
つ

い
て

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

つ
い

て
1
.木

材
（
ボ

ー
ド

類
を

除
く
）

2
.木

質
ボ

ー
ド

1
.舗

装
の

下
層

路
盤

材
1
.再

生
粗

粒
度

ア
ス

コ
ン

2
.再

生
密

粒
度

ア
ス

コ
ン

3
.再

生
細

粒
度

ア
ス

コ
ン

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
に

つ
い

て
2
.舗

装
の

上
層

路
盤

材
4
.再

生
開

粒
度

ア
ス

コ
ン

5
.再

生
改

質
ア

ス
コ

ン
6
.再

生
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
モ

ル
タ

ル
1
.粗

粒
度

ア
ス

コ
ン

2
.密

粒
度

ア
ス

コ
ン

3
.細

粒
度

ア
ス

コ
ン

3
.構

造
物

の
裏

込
材

、
基

礎
材

7
.再

生
加

熱
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
安

定
処

理
路

盤
材

8
.そ

の
他

4
.開

粒
度

ア
ス

コ
ン

5
.改

質
ア

ス
コ

ン
6
.ア

ス
フ

ァ
ル

ト
モ

ル
タ

ル
4
.そ

の
他

土
砂

に
つ

い
て

7
.加

熱
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
安

定
処

理
路

盤
材

8
.そ

の
他

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
1
.第

一
種

建
設

発
生

土
2
.第

二
種

建
設

発
生

土
3
.第

三
種

建
設

発
生

土
土

砂
に

つ
い

て
1
.水

道
（
配

水
）
用

2
.下

水
道

用
3
.ｹ

ｰ
ﾌ
ﾞﾙ

用
4
.第

四
種

建
設

発
生

土
5
.浚

渫
土

以
外

の
泥

土
6
.浚

渫
土

1
.第

一
種

建
設

発
生

土
2
.第

二
種

建
設

発
生

土
3
.第

三
種

建
設

発
生

土
4
.第

四
種

建
設

発
生

土
4
.農

業
用

5
.設

備
用

6
.そ

の
他

7
.土

質
改

良
土

8
.建

設
汚

泥
処

理
土

9
.再

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
砂

5
.浚

渫
土

以
外

の
泥

土
6
.浚

渫
土

7
.土

質
改

良
土

8
.建

設
汚

泥
処

理
土

石
膏

ボ
ー

ド
に

つ
い

て
砕

石
に

つ
い

て
9
.再

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
砂

1
0
.山

砂
、

山
土

な
ど

の
新

材
（
採

取
土

、
購

入
土

）
1
.壁

2
.天

井
3
.そ

の
他

1
.再

生
ク

ラ
ッ

シ
ャ

ー
ラ

ン
2
.再

生
粒

度
調

整
砕

石
3
.鉱

さ
い

4
.そ

の
他

砕
石

に
つ

い
て

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
1
.ク

ラ
ッ

シ
ャ

ー
ラ

ン
2
.粒

度
調

整
砕

石
3
.鉱

さ
い

4
.単

粒
度

砕
石

（
利

用
用

途
を

具
体

的
に

記
入

し
て

下
さ

い
）

1
.再

生
硬

質
塩

化
ビ

ニ
ル

管
2
.そ

の
他

5
.ぐ

り
石

、
割

ぐ
り

石
、

自
然

石
6
.そ

の
他

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
に

つ
い

て
（
利

用
量

の
多

い
上

位
２

品
目

の
再

生
資

材
名

称
を

具
体

的
に

記
入

し
て

下
さ

い
）

1
.硬

質
塩

化
ビ

ニ
ル

管
2
.そ

の
他

石
膏

ボ
ー

ド
に

つ
い

て
1
.石

膏
ボ

ー
ド

2
.シ

ー
ジ

ン
グ

石
膏

ボ
ー

ド
3
.強

化
石

膏
ボ

ー
ド

4
.化

粧
石

膏
ボ

ー
ド

5
.石

膏
ラ

ス
ボ

ー
ド

6
.そ

の
他

そ
の

他
の

建
設

資
材

に
つ

い
て

（
利

用
量

の
多

い
上

位
２

品
目

を
具

体
的

に
記

入
し

て
下

さ
い

）

中
分

類

担
当

者
0

表
面

発
注

担
当

者
チ

ェ
ッ

ク
欄

1
.工

事
概

要
（
赤

着
色

セ
ル

は
必

須
入

力
箇

所
で

す
。

）
法

人
番

号
0

←
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.h
o
u
jin

-
ba

n
go

u
.n

ta
.g

o
.jp

/

T
E
L

0

日
建

設
業

許
可

の
場

合
0

0
0

号
0

解
体

工
事

業
登

録
の

場
合

0

記
入

年
月

日
R

年
月

請
 負

 会
 社

 名
0

階
　

数
地

上
0

階

工
事

施
工

場
所

0

調
査

票
記

入
者

0
0

工
　

事
　

名
0

工
種

を
選

択

請
負

金
額

左
記

金
額

の
う

ち
特

定
建

設
資

材
廃

棄
物

の
再

資
源

化
等

に
要

し
た

費
用

0

発
注

機
関

を
選

択

大
分

類
発
注
機
関
コ
ー
ド

0
号

工
事

責
任

者
0

小
分

類
会

 社
 所

 在
 地

0
T
E
L

E
m

ai
l

0

0
令

和

0
日

ま
で

再
資

源
化

等
が

完
了

し
た

年
月

日
延

 床
 面

 積
0

㎡

地
下

0
階

令
和

0
年

0

0
日

か
ら

建
 築

 面
 積

0
㎡

工
　

期
令

和
0

年
0

月 月

利
用

率
種

類
内

容
住

所
コ

ー
ド

B
/
A

×
1
0
0

建
　

設
　

資
　

材
　

（
新

材
を

含
む

全
体

の
利

用
状

況
）

再
生

資
源

分
　

類
小

 分
 類

規
　

格
主

な
利

用
用

途
利

　
用

　
量

（
A

)
再

生
資

材
の

名
称

再
生

資
材

の
供

給
元

施
設

、
工

事
等

の
名

称
供

給
元

構
　

造
0

（
再

生
資

源
の

利
用

に
関

す
る

特
記

事
項

等
）

使
　

途

0

※
解

体
工

事
に

つ
い

て
は

、
建

築
面

積
を

ご
記

入
い

た
だ

か
な

く
て

も
結

構
で

す
。

年
月

日

工
 事

 概
 要

 等

0
施

工
条

件
の

内
容

特 定 建 設 資 材

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ト
　

ン

合
　

　
　

計
0
.0

0
0

コ
ー

ド
＊

5
コ

ー
ド

*
6

コ
ー

ド
*
7

コ
ー

ド
*
8

コ
ー

ド
*
9

*
4

施
工

条
件

再
生

資
材

の
供

給
元

場
所

住
所

0
.0

0
0

ト
　

ン

0
コ

ン
ク

リ
ー

ト
及

び
鉄

か
ら

成
る

建
設

資
材

ト
　

ン
ト

　
ン

00

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン
ト

　
ン

0 0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

00

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
木

　
材

ト
　

ン

土
　

砂

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン

0

・
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾄ
ト

　
ン

ト
　

ン
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

00

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

0

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

0
.0

0
0

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

砕
　

石
ｍ

3

00

塩
化

ビ
ニ

ル
管

ト
　

ン
ト

　
ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

ｍ
3

0
.0

0
0

ｍ
3

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

ト
　

ン
0
.0

0
0

0

ト
　

ン
ト

　
ン

・
継

手

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

00

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
石

膏
ボ

ー
ド

ト
　

ン

ト
　

ン

ト
　

ン
そ

の
他

の
ト

　
ン

0
合

　
　

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0

ト
　

ン

そ の 他 の 建 設 資 材

締
め

ｍ
3

0

建
設

資
材



4
/
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様
式

２
再

生
資

源
利

用
促

進
実

施
書

　
－

建
設

副
産

物
搬

出
工

事
用

－
建

築
工

事
に

お
い

て
、

解
体

と
新

築
工

事
を

一
体

的
に

施
工

す
る

場
合

は
、

解
体

分
と

1
.工

事
概

要
表

面
（
様

式
１

）
に

必
ず

ご
記

入
下

さ
い

新
築

分
の

数
量

を
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
別

に
様

式
を

作
成

し
て

下
さ

い
。

2
.建

設
副

産
物

搬
出

実
施

2
ヶ

所
ま

で
記

入
で

き
ま

す
。

3
ヶ

所
以

上
に

②
+
③

+
⑤

わ
た

る
時

は
、

用
紙

を
換

え
て

下
さ

い
。

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン
ト

ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
ト

ン

ト
ン

km
ト

ン
ト

ン
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

km
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
地

山
ｍ

3
％

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

地
山

ｍ
3

％

コ
ー

ド
*
1
0

コ
ー

ド
*
1
1

コ
ー

ド
*
1
2

コ
ー

ド
*
1
3

1
.路

盤
材

2
.裏

込
材

1
.焼

却
2
.脱

水
施

工
条

件
に

つ
い

て
【
建

設
廃

棄
物

の
場

合
】

【
建

設
発

生
土

の
場

合
】

3
.埋

戻
し

材
3
.天

日
乾

燥
1
.Ａ

指
定

処
分

1
.売

却
8
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
海

面
処

分
場

）
1
.売

却
6
.工

事
予

定
地

・
仮

置
場

・
ｽ

ﾄｯ
ｸ
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

4
.そ

の
他

4
.そ

の
他

（
発

注
時

に
指

定
さ

れ
た

も
の

）
2
.他

の
工

事
現

場
9
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
内

陸
処

分
場

）
2
.他

の
工

事
現

場
（
内

陸
）

（
再

利
用

の
目

的
が

な
い

場
合

）
2
.Ｂ

指
定

処
分

（
も

し
く
は

準
指

定
処

分
）

3
.広

域
認

定
制

度
に

よ
る

処
理

3
.他

の
工

事
現

場
（
海

面
）

7
.採

石
場

・
砂

利
採

取
跡

地
等

復
旧

事
業

注
記

）
（
発

注
時

に
は

指
定

さ
れ

て
い

な
い

が
、

4
.中

間
処

理
施

設
（
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
合

材
プ

ラ
ン

ト
）

た
だ

し
、

廃
棄

物
最

終
処

分
場

を
除

く
8
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
覆

土
と

し
て

の
受

入
）

・
一

般
廃

棄
物

は
記

入
し

な
い

で
下

さ
い

。
発

注
後

に
設

計
変

更
し

指
定

処
分

と
さ

れ
た

も
の

）
5
.中

間
処

理
施

設
（
合

材
プ

ラ
ン

ト
以

外
の

再
資

源
化

施
設

）
4
.土

質
改

良
プ

ラ
ン

ト
9
.廃

棄
物

最
終

処
分

場
（
覆

土
以

外
の

受
入

）
・

土
壌

汚
染

対
策

法
に

基
づ

き
処

理
す

る
土

壌
は

記
入

し
な

い
で

下
さ

い
。

3
.自

由
処

分
6
.中

間
処

理
施

設
（
サ

ー
マ

ル
リ

サ
イ

ク
ル

）
5
.工

事
予

定
地

・
仮

置
場

・
ｽ

ﾄｯ
ｸ
ﾔ

ｰ
ﾄﾞ

1
0
.土

捨
場

・
残

土
処

分
場

7
.中

間
処

理
施

設
（
単

純
焼

却
）

（
再

利
用

の
目

的
が

あ
る

場
合

）
※

 6
,9

,1
0
へ

搬
出

し
た

場
合

は
、

有
効

利
用

と
み

な
さ

れ
ま

せ
ん

。

裏
面

建
 設

 副
 産

 物
①

発
生

量
現

場
内

利
用

・
減

量
現

　
場

　
外

　
搬

　
出

　
に

　
つ

　
い

　
て

再
生

資
源

利
用

促
　

進
　

率
の

　
種

　
類

現
　

場
　

内
　

利
　

用
減

　
量

　
化

（
％

）
改

良
分

*
4

千
百

十
一

①
③

減
量

化
量

区
分

施
工

条
件

の
内

容
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
＊

1
2

住
所

コ
ー

ド
運

搬
距

離
う

ち
現

場
内

改
良

分

搬
出

先
名

称
　

搬
出

先
場

所
住

所
搬

出
先

の
種

類
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
3

④
現

場
外

搬
出

量
⑤

再
生

資
源

利
用

促
進

量

減
量

法 ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
1

特 定 建 設

資 材 廃 棄 物

コ
ン

ク
リ

ー
ト

塊

0
.0

0
0

建
設

発
生

木
材

A

0
.0

0
0

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

小
数

点
第

三
位

ま
で

う
ち

現
場

内
場

外
搬

出
時

の
性

状
（
掘

削
等

）
=
②

+
③

+
④

用
途

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
*
1
0

②
利

用
量

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

（
柱

、
ボ

ー
ド

な
ど

木
製

資
材

が
廃

棄
物

と

な
っ

た
も

の
）

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

建  設  廃  棄  物

そ
の

他
が

れ
き

類

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
塊

0
.0

0
0

搬
出

先
1

建
設

発
生

木
材

B

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

建
設

汚
泥

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
（
立

木
、

除
根

材
な

ど
が

廃
棄

物
と

な
っ

た
も

の
）

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

廃
塩

化
ビ

ニ
ル

管
・
継

手
0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2
金

属
く
ず

0
.0

0
0

搬
出

先
1

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
（
廃

塩
化

ビ
ニ

ル
管

・
継

手
を

除
く
）

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
搬

出
先

2

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0 0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

廃
石

膏
ボ

ー
ド

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

紙
く
ず

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

ｱ
ｽ

ﾍ
ﾞｽ

ﾄ
（
飛

散
性

）
0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
搬

出
先

2
0
.0

0
0

そ
の

他
の

分
別

さ
れ

た
廃

棄
物

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
(建

設
混

合
廃

棄
物

)
搬

出
先

2
0
.0

0
0

混
合

状
態

の
廃

棄
物

0
.0

0
0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0
建

設
発

生
土

搬
出

先
2

第
　

一
　

種

0
.0

0
0

搬
出

先
1

第
　

二
　

種

0
.0

0
0

建
建

設
発

生
土

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

設
第

　
三

　
種

0
.0

0
0

発
建

設
発

生
土

生
第

　
四

　
種

0
.0

0
0

土
建

設
発

生
土

搬
出

先
2

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

0
.0

0
0

0

搬
出

先
1

浚
渫

土
以

外
の

泥
土

0
.0

0
0

浚
渫

土

0
.0

0
0

搬
出

先
1

搬
出

先
2

0
.0

0
0

0
合

　
計

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
.0

0
0

0
(建

設
汚

泥
を

除
く
)

搬
出

先
2
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再
生

資
源

利
用

計
画

書
　

－
現

場
掲

示
用

－

2
.建

設
資

材
利

用
計

画
建

　
設

　
資

　
材

　
（
新

材
を

含
む

全
体

の
利

用
状

況
）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
合

　
　

　
計

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
合

　
　

　
計

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
合

　
　

　
計

ト
　

ン
ト

　
ン

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
合

　
　

　
計

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％

ｍ
3

％
合

　
　

　
計

％

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

締
め

ｍ
3

締
め

ｍ
3

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン
ト

　
ン

ト
　

ン

工
　

期

法
人

番
号

工
事

責
任

者

月月

請
 負

 会
 社

 名

会
 社

 所
 在

 地
T
E
L

工
　

事
　

名
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第１号様式 

再 資 源 化 等 完 了 報 告 書 

 

                                                        令和  年  月  日 

 （新潟県知事  ○○○○） 

 （   ○○○○事務所長）   

 （  佐渡地域振興局長） 

 （○○地区振興事務所長） 

            （氏   名）様 

 

                   受注者 住 所 

  

                                             氏 名                            

 

                                       

 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したので、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第1

8条第１項の規定により、下記のとおり報告します。       

     

                                      記 

       

１  工事名 

       

２  工事場所 

       

３  再資源化等が完了した年月日        令和  年  月  日 

   

４  再資源化等をした施設の名称及び所在地                 

特 定 建 設 資 材   施  設  の  名  称        所        在        地  

廃 棄 物 の 種 類    

    

    

    

    

 

 ５  再資源化等に要した費用（直接工事費）                   円 

 

 注 再資源化等に要した費用には、運搬費を含むこと。 
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A-13 
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事等工事安全対

策 
Ａ４判 他 様式指定 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根

拠 

・大気汚染防止法 

・石綿障害予防規則 

・労働安全衛生法第１４条 

・県ｱｽﾍﾞｽﾄ排出及び飛散の防止等に関する条例 

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留 

意 

点 

 

□ 受注者は、解体・改修工事の場合は石綿使用の有無について事前に有資格者（石綿含有建材

調査者等）により調査を行うこと。 

 

□ 工事特記仕様書に記載されている建材以外で、アスベスト含有が疑われる建材があった場

合は、速やかに監督員と協議する。 

 

□ 受注者は事前に調査結果を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を公衆に見えや

すいように解体等工事の場所に掲示する。 

事前調査結果の発注者への説明様式例及び事前調査結果と作業内容の掲示用様式例につ 

ては、下記を参考とすること。 

   環境省ホームページ https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html 

 

□ 受注者は、一定規模以上の工事（80㎡以上の解体工事、100万円以上の改修工事など）に

ついては、下記システムを利用し、事前調査結果を労働基準監督署と新潟県又は新潟市へ

報告すること。 

  石綿事前調査結果報告システム https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp 

 

□ 事前調査を行う際は、「解体等工事におけるアスベスト使用状況事前調査チェックリスト

（ https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1356814717081.html）」により

監督員と共に確認を行うこと。 

 

□ 大気汚染防止法第18条の17に規定する「特定粉じん排出等作業の実施の届出」を行う必要

のあるアスベスト排出等作業を伴う工事（レベル１、レベル２）については、「安

全対策チェックシステムフロー図」及び「安全対策チェックリスト」により安全対策の確

認を監督員と共に行う。 

  各様式は、新潟県ホームページから入手できる。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1235073701561.html 

 

□ 石綿含有建材の除去等作業を行う際は、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程

等について記した作業計画を作成し、監督員の確認を受けること。 

 

□ 石綿もしくは石綿含有建材の除去等作業を行う際は、石綿作業主任者技能講習を修了した

者を、石綿作業主任者として選任する。 

 

 

【提出時期】 適宜 

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1235073701561.html
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工事名

建物名称

施設所有者
(発注者)

【事前調査の実施】

元請業者（受注者） 施設所有者（発注者）

　年／　月／　日 　年／　月／　日

氏名 氏名

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

【事前調査結果の発注者への説明・掲示等】

元請業者（受注者） 施設所有者（発注者）

　年／　月／　日 　年／　月／　日

氏名 氏名

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

【事前調査実施後の届出】

元請業者（受注者） 施設所有者（発注者）

　年／　月／　日 　年／　月／　日

氏名 氏名

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

 　　 ／　　／  　　 ／　　／

【参考】

　

チェック欄（日付・チェック者名を記入）
内容

⑤事前調査結果の記録を作成し、工事現場に備え置いたか（説明を受けましたか）。

建物所在地

（コメント欄）

（コメント欄）

⑩特定工事を他の者に請け負わせる場合、下請負人に特定粉じん排出等作業の方法等を説明しましたか（説明
を受けましたか）。

⑦建設リサイクル法の対象建設工事の届出書に、アスベスト建材の使用状況を記載の上、届出を行いましたか
（説明を受けましたか）。

⑬レベル１又は２の建材の使用があった場合､発注者において、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の実
施の届出がされたことを確認しましたか（届出を行いましたか）。

内容

⑧一定規模以上※の建築物及び工作物の解体・改造・補修工事について、事前調査結果を都道府県等に報告し
ましたか（説明を受けましたか）。令和４年４月１日施行

※建築物の解体：対象の床面積の合計が80m2以上
　建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が100万円以上

⑨特定粉じん排出等作業を行う場合、作業計画を作成しましたか（説明を受けましたか）。

（コメント欄）

解体等工事におけるアスベスト使用状況事前調査チェックリスト

R3.5

内容

⑥事前調査結果を周辺住民及び作業者に見やすい位置にＡ３以上のサイズで掲示しましたか（説明を受けまし
たか）。 ※アスベストが含有していなくとも掲示は必要です。

②施工図面、現地確認結果等から含有の有無が確認できないものは、分析しましたか（説明を受けました
か）。
　　　　調査結果：　　有　・　　有とみなす　・　無　　（レベル：　　）

①発注者から、アスベストの使用状況について情報提供を受けましたか（情報提供しましたか）。

④工事開始の日（届出対象特定工事に該当する場合は開始の日の14日前）までに、調査結果を書面を交付して
発注者に説明しましたか（受けましたか）。

③事前調査を必要な知識を有する者（建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会
に登録されている者）に実施させましたか（説明を受けましたか）。令和５年１０月１日施行

元請業者（受注者）

チェック欄（日付・チェック者名を記入）

⑫レベル１又は２の建材の使用があった場合､発注者に大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施の届出に
必要な情報を提供しましたか(提供を受けましたか)。

⑪レベル１又は２の建材の使用があった場合、発注者に説明のうえ、石綿障害予防規則の建築物解体等作業の
届出を行いましたか（説明を受けましたか）。

・レベル１、レベル２の建材の使用が確認された場合のアスベスト除去作業の実施にあたっては、
 「アスベスト除去等工事安全対策チェックリスト」を使用してください。

チェック欄（日付・チェック者名を記入）
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A-14 新潟県CALSｼｽﾃﾑ Ａ３判 他 様式指定 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
根

拠 

・新潟県CALSマニュアル受注者編 

・新潟県土木部技術管理課長通知(技第791号 令和５年３月２８日) 

・公共建築工事標準仕様書(1.1.5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留 

意 

点 

 

□ 当初設計額が1,000万円以上の全ての工事を対象とする。ただし、契約後に受注者

からの申し出により、建設CALS適用外とすることができる。 

 

□ 上記以外の工事については、契約後の受注者からの申し出により、建設CALS適用

とすることができる。 

 

□ 工事着手前に、監督員と事前協議を行い「建設CALS適用の有無」及び別紙１を参考

に「電子納品対象書類※」の確認を行うこと。 

 

※電子納品対象書類 

  原則全ての書類について電子納品を義務付けとする（防水等保証書等の紙や物品で 

しか存在しないものは除く）。ただし、受注者から申し出があった書類については

電子納品対象外とすることができる。 

 

□ 対象案件となる工事においては、工事受注後、速やかに利用申込書(「 http://www

.niigata.pref.cals-ec.jp/」よりダウンロード)に必要事項を記入のうえ、ヘルプ

デスクに電子メールで送信し、登録手続きを行うこと。なお、記入に必要な発注者

情報等は監督員から情報提供を受けること。 

 

□ 監督員変更などにより発注者情報等に変更が生じた場合は、発注者より変更後の発

注者情報等の提供を受け変更手続きを行うこと。 

 

□ 検査の前には「電子検査対象書類」の確認を行うこと。 

 

□ 竣工及び完了検査終了後（検査時に納品物の修正があった場合は修正後）、システ

ムの完了手続きを忘れずに行うこと。 

 

（参考）新潟県CALSマニュアル（案）【受注者編】 

    （https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1197303358961.html） 

 

新潟県電子納品実施要領 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/1197303353950.html） 

【提出時期】 着手後、速やかに 
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電子 紙

完成図 完成図
機器完成図

その他資料 保全に関する説明書
保守指導案内書・機器取扱説明書
鍵一覧表
完成図書及び予備品等引渡報告書
色彩計画表

防水保証書
外壁保証書

電子 紙

打合せ簿 工事打合簿
施工計画書 総合施工計画書

工種別施工計画書
写真 工事施工状況写真

特別完成写真
その他資料 工事着手届

実務経歴書、資格証明書の写し
工事外注計画書
工程表
下請指導責任者配置届
請負代金内訳書
建設業退職金共済制度掛金収納書
法定外の労災保険契約証券（写し）
災害時（地震時）及び現場休業時の連絡先一覧表
工事実績情報（CORINS）登録
工事実績情報（CORINS）変更登録

工事履行届
工事完成写真
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工事実績情報（CORINS）完了登録
全体工程表
全体工程表（変更）
月間工程表
施工体制台帳
再下請負通知書
作業員名簿
施工体系図

提示のみ 下請負契約書
工事材料（機材）搬入報告書
一部施工報告書（自主検査書）
施工図
総合図
機器製作図（承諾図）・計算書
工場試験成績表
機器性能試験成績書
現地試験試験成績書
調合表
出荷証明書
規格等証明書
説明書
再生資源利用計画書・実施書
再生資源利用促進計画書・実施書
建設廃棄物処理計画書
産業廃棄物管理票総括表

提示のみ 産業廃棄物マニフェスト
施工体制台帳チェックリスト
建設業法順守ガイドライン・チェックリスト
建設業退職金共済証紙購入状況報告書他

その他 週休２日促進工事実績報告書（任意様式）
快適トイレ仕様チェックシート・快適トイレ設置報告書
県内資材調達報告書
施工数量調査報告書
室内空気環境測定報告書
アスベスト除去工事チェックリスト

提示のみ 労働災害防止協議会の設置・活動状況
店社パトロールの実施状況
安全教育訓練の実施状況
安全パトロールの記録・ＫＹ活動記録
新規入場者教育

大分類
小分類

（該当☑、非該当□）
作成区分

工事書類

官公署届出書類

工事完成図書（長期保存）

工事関係書類一覧表（電子媒体・紙区分表）　　　　　　　　　別紙１

中分類

保全に関する説明書・機器取扱説明書

作成区分
大分類

小分類

（該当☑、非該当□）

中分類

防水等保証書

契約関係書類（着手時）

契約関係書類（工事中）

契約関係書類（履行時）

※上表は新潟県CALSシステムのフォルダ構成に準じて作成している。

地域保全型工事関係書類

建設副産物関係書類

一部施工報告書
施工図

工程表

施工体制関係

機器製作図（承諾図）・計算書
試験成績表・機器性能試験成績書

出荷証明書・規格等証明書

工事材料（機材）搬入報告書
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A-15 
災害時(地震・津波等)及び現場休

業時の報告体制(連絡先一覧表) 
Ａ４判 任意様式 

 根

拠 
・公共建築工事標準仕様書(1.3.7) 

    

    

    

 

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留

意

点 

 

 

□ 災害時や現場休業時の緊急事態に対応するために、工事着手前に連絡体制を各工事間で調整して、

連絡先一覧表を作成し、監督員に提出する。 

 

□ 総合施工計画書で当該体制を示す記載があれば、様式の提出は省略可能とする。 

 

□ 夏期、年末年始、ＧＷなどに現場を休む場合は、緊急時に対応するため、以下について監督員に報告

する。 

・休暇期間 （令和  年  月  日 から 令和  年  月  日） 

・休業中に現場巡回を行う場合は、その具体的な内容 

 

□ 施工地での震度４以上の地震の発生及び大津波警報の発表時に本基準を適用する。 

（それ以外の場合は、監督員との協議による。） 

 

□ 作業員等の安全確保の後、受注者は現地確認をして、営繕課へ報告すること。 

 

□ 被害状況の収集のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 営繕課連絡先  ＴＥＬ ０２５－２８０－５４４６ ＦＡＸ ０２５－２８５－６８４０ 

  担当者が不在の場合、連絡の趣旨を伝え、営繕課員からの対応を仰ぐこととする。 

【提出時期】 着手後速やかに 
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＜様式例＞ 

 
災害時(地震等)及び現場休業時の連絡先一覧表 

 
令和   年   月   日 

 
   監  督  員   様 
                           現場代理人氏名 
 
   下記のとおり、災害時(地震等)の連絡先一覧表を届け出します。 
   なお、震度４以上の地震等の発生時には現地確認及び営繕課へ報告します。 
 

記 

 

 
緊 急 連 絡 網 

 

 
 新潟県土木部都市局営繕課 

 

○○設計事務所  

 

県庁代表 ０２５（２８５）５５１１ 
監 
督 
員 

氏 名  

営繕課直通 ０２５（２８０）５４４６ 会社 （   ） 

fax ０２５（２８５）６８４０ 携帯 （   ） 

  
総括監督員 

 
 

氏名  受注者 

主任監督員 会 社 名  

氏名  会社 （   ） 

 
【関連業者】 

現場事務所 （   ） 

建 

築 

現
場
代
理
人 

社名・氏名  現
場
代
理
人 

氏 名         

携 帯 （  ） 携 帯 （   ） 

電 

気 

現
場
代
理
人 

社名・氏名    

携 帯 （  ） 
   

衛 

生 

現
場
代
理
人 

社名・氏名  警備会社 

携 帯 （  ） 
会 社 名 
（担当） 

○○警備会社 
（担当：  ） 

空 

調 

現
場
代
理
人 

社名・氏名  会 社  

携 帯 （  ） 携 帯  

  

 

工 事 名                                          工  事 
 

工 事 場 所  
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A-16 
デジタル工事写真の小黒板情報

電子化 
Ａ４判 様式任意 

 
根 

拠 
  

 

作 

成 

・ 

取

扱 

上 

の 

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受注者が工事打合簿により 

電子黒板を使用する旨を発議し、監督員の承諾を得た上で、使用すること。 

 

□ 打合簿と併せて使用する予定の機器・ソフトウェアが分かる資料を提出すること。 

 

□ 工事完了時、工事完成写真及び工事施工状況写真のほか、受注者はチェックシステム 

（信憑性チェックツール）を用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を 

合わせて監督員へ提出すること。 

 

（参考）デジタル工事写真の小黒板情報電子化基準 

    （https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/39011.pdf） 

 

【提出時期】 着工に先立ち 
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A-17 

建設業退職金共済証紙 

購入状況報告書 
Ａ４判 任意様式 

 

  

 根

拠 
・新潟県建設生産システム合理化指導要綱（令和５年４月１日） 

 

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 工事請負契約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後

原則 40 日以内）に、掛金収納書を土木部監理課建設業室に提出すること。 

 

※ 証紙貼付方式による場合は、掛金収納書提出用台紙（参考様式１）に掛金収納書を貼付したものを、

電子申請方式による場合は、建設業退職金共済事業本部の電子申請専用サイトからダウンロードし

た掛金収納書を提出すること。 

 

□ 受注者は建設業退職金共済組合に加入する等、退職金制度の確立に努めること。 

 

□ 建設業退職金共済制度の対象となる労働者については、共済証紙又は退職金ポイント（以下 

「証紙等」という）を購入し、共済証紙を購入した場合は当該労働者の共済手帳に貼り付け、 

退職金ポイントを購入した場合は掛金へ充当すること。 

 

□ 当該工事について下請け契約を締結する場合は、下請業者に対してこの制度の趣旨説明、共済証

紙等の交付を行い、または掛金相当額の請負代金算入により、下請業者の共済組合加入及び掛金

充当を促進するよう配慮する。 

 

□ 当該工事について下請契約を締結して工事を施工する場合で、掛金相当額を下請代金に算入した

ときは、受注業者の掛金収納書のほか下請業者の掛金収納書も併せて提出すること。 

 

□ 受注業者（下請業者を含む）が従業員について退職金支給制度（中小企業退職金共済事業団の加

入を含む）を有し、かつ、当該工事について建退共の対象となる作業員を使用しないで施工する

ときは、その旨を監督員に報告すること。 

 

□ 工事完了時、速やかに掛金充当実績総括表（参考様式２）※を作成し、監督員に提示すること。 

※新潟県HPに掲載（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/eizen/1324349698784.html） 

【提出時期】 契約後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後原

則 40 日以内） 
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(参考様式１) 

 
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 
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建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 

 年  月  日 

 新潟県知事           様 

 （事務所長） 

                  受注者 

                                    住 所  

                                    氏 名                      

                                     法人にあっては名称及び代表者の氏名 

共済契約者番号 

 

建設キャリアアップシステム事業者 ID 

                                         

工事番号および工事名 

                                         

建設キャリアアップシステム現場 ID 

                                         

工事期間 

           年  月  日  ～  年  月  日           

 

上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。 

 

(１)工事全体 

 

労働者延べ就労日数                              人日 

 

本工事に従事した事業者数（元請を含む）                     者 

 

本工事に従事した労働者数                            人 

 

(２)建退共対象労働者 

 

建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数）                 人日 

 

採用した方式 

□ 電子申請方式     □ 証紙貼付方式 

 

・事業者数（元請を含む）                           者 

 

・対象労働者数                                人 

 

（参考：工事全体の数を記入すること） 

 

・建設キャリアアップシステムによる就業履歴数                人日 

 

・建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数           者 

 

・建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数             

  

（参考様式２） 
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A-18 遠隔臨場  任意様式 

 

  

 根

拠 

・公共建築工事特記仕様書 

・新潟県営繕工事における遠隔臨場に関する試行要領 
 

 

作

成 

・ 

取

扱

上

の

留 

意 

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラとWeb会議システム等を利用し、公共建築工事標準

仕様書等に定める「監督員の立会い」「監督員の協議」「監督員の検査」及び「関連工

事等の調整」を行うものをいう。 

 

□ 令和６年度から遠隔臨場の活用による受発注者の作業効率化等を目的に遠隔臨場の試

行を実施する。試行対象工事は、発注時に特記仕様書に明示する次の工事とする。 

①発注者指定型 

原則、遠隔臨場の試行を行う。 

②受注者希望型 

遠隔臨場の試行の適用の有無を、受注者の希望に基づく受発注者間の協議により決定

する。 

 

□ 遠隔臨場の試行は、「新潟県営繕工事における遠隔臨場に関する試行要領」に基づき行

うこと。 

 

□ 遠隔臨場を適用する工種・確認項目は、対象工事の特性等を踏まえ、遠隔臨場であって

も「監督員の立会い等」に必要な情報が得られるものを、受発注者間の協議により選定

する。（全ての工種・確認項目で遠隔臨場の実施を求めるものではない。） 

 

□ 動画撮影用のカメラやWeb会議システム等の機器は、受注者が手配する。（適用する内

容によっては、一般的なスマートフォンやタブレット等のモバイル端末の使用も可） 

使用機器は、主に受注者の所有物又はリースを想定。リースに係る費用は設計変更協議

の対象とする。 

 

□ 遠隔臨場の実施により建設現場の生産性の向上が認められる場合は、工事成績評定の

「創意工夫」において加点する。 

 

□ 受注者は、発注者から試行に係るアンケート調査の依頼があった場合は協力するものと

する。 

 

  ※試行要領は、新潟県ホームページから入手できる。 

   https://www.pref.niigata.lg.jp//sec/eizen/20240214enkaku.html 

 

【提出時期】 必要な都度 

 


